
 

随意契約理由書 

 

件 名 シティハイツキャナルタウン住宅給水ポンプ分解整備業務 

契約の相手方 株式会社相互ポンプ製作所 

根拠法令 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号に該当 

随意契約の理由 

 

本件の給水ポンプは、平成８年に設置され 27 年が経過し、経年劣化による

各設備機器の老朽化が著しく、更新時期をむかえるとともに、故障により生活

給水が不能となって居住に重大な影響が生じないように整備する必要がある。 

今回の業務は、ポンプ本体、電動機、制御装置などの部品取替え、及び試運

転調整の一切を行い、機器の性能の維持とライフサイクルの長期化を図るもの

であり、分解整備においては、製造者である株式会社相互ポンプ製作所にしか

知り得ない仕様や図面などの情報が必須である。 

以上のことから、本業務に必要な知識、技術及び情報を有し、必要となる部

品、資機材の調達、整備手配が可能であり、適切に作業できるのは、株式会社

相互ポンプ製作所以外にはなく、当該事業者に対して随意契約を行うものであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当部署 

（問い合わせ先） 

建築住宅局住宅建設課 

（電話番号 595-6533） 


